
 

１．エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株） 

  

 

 ア 法人の概要 

   コミュニケーション、ネットワーク、アプリケーション、コンテ

ンツ及びクラウドなど情報通信事業分野のサービス等を提供 

 

イ 今回受けた大臣認定の区分 

  利用者証明検証者 

   インターネット上のログイン認証などに利用可能な利用者証明

用電子証明書の有効性確認等が可能になる 

 

 ※平成 28年４月 28日に、インターネットで電子文書を送信する際の

文書の改ざんの確認などに利用可能な署名用電子証明書の有効性確

認等が可能となる署名検証者としての認定を受けている 

   

ウ 大臣認定取得の狙い（将来像） 

  現在、公的個人認証サービスを利用して本人確認機能を提供してい

るサービスについて、ログイン等に利用可能な認証機能を追加予定 

 

 ※本人確認機能については、平成 28年 11月 28日からヨドバシカメ

ラマルチメディア Akiba で自社のＭＶＮＯサービス契約締結時の契

約者の本人確認に利用中【資料５】 

 

  今年度、総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課が実施する「公

的個人認証サービスのスマートフォンでの利活用の実現に向けた実

証」のチケットに関する実証において、イベント会場入場時にプラッ

トフォーム事業者として電子署名等確認業務を提供予定【資料６】 

 資料１ 



 

２．ぴあ（株） 

   

 

ア 法人の概要 

  音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベント等のチケット販売業務

やレジャー・エンタテインメント領域におけるムック・書籍の刊行及

び WEBサイトの運営等の事業を実施 

 

イ 今回大臣の確認を受けた業務概要【資料６】 

  今年度、総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課が実施する「公

的個人認証サービスのスマートフォンでの利活用の実現に向けた実

証」のチケットに関する実証において提供予定の、イベント会場入場

時にマイナンバーカードをかざすだけで認証を行う業務 

 

 ※ぴあ（株）は利用者証明検証者としての大臣認定を取得することな

く、プラットフォーム事業者として認定を取得済みのエヌ・ティ・テ

ィ・コミュニケーションズ（株）に電子署名等確認業務の全部を委託

し、利用者証明検証を実施予定 

 



インターネット 

顧客(住民) 

地方公共団体情報システム機構 

市町村 
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④ 電子証明書を
マイナンバー
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納・交付 
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住基ネット 

電子証明書 
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（ID・パスワード方式は成
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③電子証明書を発
行 

連動 

検証者 

電子証明書 
失効管理 

⑥電子証明書の失効の 
 有無の確認依頼 

⑤ 

【改正点①】 
 行政機関等に限られていた公的個人認証サービスの対象を民間事業者へ拡大 
 （＝検証者の範囲を、行政機関等だけでなく民間事業者へ拡大） 

① マイナンバーカー
ドの発行申請 

公的個人認証サービスのイメージと制度改正（平成28年１月以降） 

【改正点②】 
 電子証明書は２種類。 

電子利用者証明 

公開鍵＋電子証
明書(基本４情報

含まない) 
＋ 

◎利用者証明用電子証明書＜新規＞ 

◎署名用電子証明書【電子版の印鑑登録】 

公開鍵＋電子証
明書(基本４情報

含む) 

電子署名 
（申請書等を秘
密鍵で署名） 

電子署名 

申請書等 
（平文） 

＋ ＋ 

電子署名 
： インターネットで電子文書を送信する際などに、署名用
電子証明書を用いて、文書が改ざんされていないかどう
か等を確認することができる仕組み 

電子利用者証明 
： インターネットを閲覧する際などに、利用者証明用電子
証明書を用いて、利用者本人であることを証明する仕
組み 

⑦確認結果 

【電子版の顧客カード】 

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

資料２ 



発信者（利用者） 

認証者 

⑩暗号文と公開鍵・電子証明書を送付 

⑨マイナンバーカードに格納する
秘密鍵で乱数を暗号化 
（外部認証が終わっているため 
暗証番号の入力無しで実施） 

⑪公開鍵で暗号文
を復号して乱数本
体と突合し、改ざ
んの有無を検知 

 

⑬電子証明書の有効
性を回答 

乱数 

＋ 

⑫電子証明書の有効
性を照会 75CA 

（暗号文） 

乱数 

75CA 
（暗号文） 

 

利用者証明利用者秘密鍵： 
利用者証明利用者公開鍵： 

乱数 ⑧乱数を生成し、送付 

＝
 

有効であれば、“ＰＩＮ無し認証”成功 利用者証明用 

電子証明書 

【凡例】  

“ＰＩＮ無し認証”のイメージ 

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

・証明書 
①証明書を送付 

・証明書 

②証明書を復号し、 証明書内
の外部認証用公開鍵を入手 

乱数 
③乱数を生成し、送付 乱数 

D43A 

（暗号文） 

④乱数を外部 
認証用秘密鍵 
で暗号化 ⑤暗号文を送付 D43A 

（暗号文） 
乱数 

⑥外部認証用公開鍵
で暗号文を復号して
乱数本体と突合 

⑦乱数が一致すると、認証者が外部認証用秘密鍵を持っており、 
認証者が信頼できることが確認できる 

暗証番号（PIN）の入力なしに 
利用者証明認証を行う 

外部認証用秘密鍵： 
外部認証用公開鍵： 

マイナンバーカードに 
格納済み 

⓪外部認証用秘密鍵及び証明書を
認証者に渡す 

・証明書 外
部
認
証
部
分 

資料３ 

地方公共団体 
情報システム機構 

（認証局） 
 



 「プラットフォーム事業者」を活用した公的個人認証サービスの利用の推進について 

● 公的個人認証サービスの利用のために必要となる「電子証明書の受付・有効性確認等のためのシステム」を、各民間事業者（署

名等検証者）が個別に整備・運用するのではなく、特定事業者（いわゆる「プラットフォーム事業者」）が整備し、これを、各民間事業

者が利用することとすれば、いわゆる「割り勘効果」により、各民間事業者の導入・利用コストを大きく削減することが期待できる。 

民間事業者 A1 
失効情報を利用した業務を行う者 

（署名等検証者） 

民間事業者 A2 

民間事業者 A3 

民間事業者 B 
（プラットフォーム事業者） 

利用者 

地方公共団体 
情報システム機構 

電子証明書 

失効情報等 

B社が総務大臣からの
認定を受ける。 

評価対象 
システム 

● こうした、プラットフォーム事業者を活用した公的個人認証サービスの利用の拡大を推進するため、制度面において、以下の趣旨

の措置を講じている。 
① 「総務大臣の認定」（法第17条第１項第６号）について 

 「電子証明書の受付・有効性確認のためのシステム」の全部を、プラットフォーム事業者に委託する場合には、各民間事業者に

代わり、プラットフォーム事業者が認定を受けることができることとし、各民間事業者の負担を軽減する。 
② 「機構への届出」（法第17条第１項）について 

 「電子証明書の受付・有効性確認のためのシステム」の全部を、プラットフォーム事業者に委託する場合には、各民間事業者に

代わり、プラットフォーム事業者が届出を行うことができることとし、各民間事業者の負担を軽減する。 

民間事業者 A4 

民間事業者 AN 

・
・
・
・ 

 

・
・
・
・ 

資料４ 



・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズがサービス提供事業者として実施 
現在MVNOの音声SIMのパッケージの購入時、利用者（購入者）は、係員同伴のもと、販売代理店の店舗においてマイ
ページから購入申込みを行っています。その際、係員は携帯電話不正利用防止法で定められた本人確認書類の確認を行い、
利用者は本人確認書類の画像等を手間と時間をかけながら事務センターにアップロードしています。 
 ※MVNO：Mobile Virtual Network Operatorの略で、携帯電話などの無線通信インフラを他社から借り受けて 
      サービスを提供する事業者のこと 

 

＜公的個人認証サービスの利用＞ 
今後、マイナンバーカードの普及に伴い、「本人確認書類＝マイナンバーカード」の比率が増えることが想定されるため、
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズの公的個人認証サービスを利用した本人確認のサービスを利用することで、以
下のとおり本人確認の自動化を行います。本人確認の自動化により、以下の効果が期待できます。 
  (1) 販売代理店におけるお客様対応時間の短縮（対応できないことで逃がしていたお客様が減る） 
  (2) 本人確認の法的義務の確実な実行（店舗等でのチェックミスが無くなる） 
  (3) お客様による住所等の記載ミスが無くなる（本人確認書類とのアンマッチが無くなる） 

 
＜サービス開始日＞ 2016年11月28日 ※ヨドバシカメラマルチメディアAkibaでサービス開始 

①アクティベー
トコード入力 

③パスワード
入力 

⑤氏名/住所/生年月日
をFill-in 

②マイナンバー 
カードをかざす 

署名用証明書の暗証番号を 
入力してください 

④本人確認
完了 ⑥申込完了 

・・・ 

②名前、住所等 
手入力 

③本人確認書類 
アップロード 

④入力内容と本人確認書類の 
目視チェック ⑤申込完了 

・・・ 
住所入力
ミスの可
能性あり 

写真撮影
ミスの可
能性あり 

稼働がかかる。 
確認ミスの可能
性あり 

①アクティベー
トコード入力 

迅速・確実・稼働削減 

<現状＞ 

<導入後＞ 

公的個人認証サービス 民間利用事例 ＭＶＮＯサービス契約締結時の本人確認の自動化 資料５ 

http://www.google.co.jp/url?url=http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no48/column2_koho48.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDIQwW4wDmoVChMIsIeW-b6PyAIVhOemCh3nFA17&usg=AFQjCNEqT3sirV-nDleI0uERya25lNuSkA
http://www.google.co.jp/url?url=http://www.improbic.net/design/file/?p%3D2776&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMI9fHUyr-PyAIVgzymCh2JkANu&usg=AFQjCNGYtKVHKPnCW93W1pMklULtCN4T0w


チケットに関する実証についてのイメージ図 資料６ 

・イベント会場のカードリーダにマイナンバーカードをかざして、入場資格の確認を実施 

利用者証明用電子証明書による認証 

暗証番号の入力を求めることなく
カードをかざすだけで認証 

地方公共団体情報システム機構 

公的個人認証 
サービス（JPKI） 

利用者

スタッフ資格確認端末
マイナンバーカード

イベント会場

入場チェック
カード 
リーダ 

（タブレット） 
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